
多賀城市監査委員告示第３号

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定によ

り、その結果を次のとおり公表する。

平成３０年２月２６日

多賀城市監査委員 佐伯 光時

多賀城市監査委員 根本 朝栄

記

１ 監査の種類  指定管理者に係る監査（地方自治法第１９９条第７項）

２ 監査実施対象及び期日等

 (1) 特定非営利活動法人 ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

  ア 監査実施日 平成２９年１１月８日（水） 

  イ 監査の範囲 平成２８年度分多賀城市鶴ケ谷児童館、西部児童センター及び放課後

児童クラブの指定管理 

 (2) 社会福祉法人 富谷福祉会 

  ア 監査実施日 平成２９年１１月１７日（金） 

  イ 監査の範囲 平成２８年度分多賀城市桜木保育所の指定管理 

 (3) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

  ア 監査実施日 平成２９年１１月１４日（火） 

  イ 監査の範囲 平成２８年度分多賀城市立図書館の指定管理 

３ 監査の着眼点 

平成２８年度の指定管理に係る出納関係事務・施設の効率的な運営及び安全管理が、法

令及び市との協定に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施した。 

４ 監査の結果  別紙のとおり



平成２９年１１月実施 指定管理者監査結果 

対 象 特定非営利活動法人 ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

監 査 の 範 囲 平成２８年度鶴ケ谷児童館・西部児童センター・放課後児童

クラブの指定管理 

実 施 日 平成２９年１１月８日（水） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

・事業計画書の提出について 

平成２８年度事業計画書が提出されていない。基本協定第１４条で、指

定管理者は事業計画書を前年度の３月１０日までに市長へ提出しなければ

ならないと規定されている。協定内容を適切に履行して頂きたい。 

３ 指導事項 

なし 



平成２９年１１月実施 指定管理者監査結果 

対 象 社会福祉法人 富谷福祉会 

監 査 の 範 囲 平成２８年度多賀城市桜木保育所の指定管理 

実 施 日 平成２９年１１月１７日（金） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 ・毎月の業務報告書の提出について 

  各月の指定管理業務に関する業務報告書が提出されていない。指定管理

業務仕様書で、指定管理者は毎月１０日までに年度協定に定める内容を市

長に報告しなければならないとされている。仕様書の内容を適切に履行し

て頂きたい。 

３ 指導事項 

・事業計画書及び収支予算書の提出について 

平成２８年度事業計画書及び収支予算書が遅延して提出されている。ま

た、特別保育事業に関わるものが内訳として記載されていない。指定管理

業務仕様書で、指定管理者は事業計画書及び収支予算書を年度開始の１か

月前までに市長へ提出することとされており、特別保育事業に関しても仕

様書において記載が求められているものである。仕様書の内容を適切に履

行して頂きたい。 



平成２９年１１月実施 指定管理者監査結果 

対 象 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

監 査 の 範 囲 平成２８年度多賀城市立図書館の指定管理 

実 施 日 平成２９年１１月１４日（火） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 (1) 指定管理業務収支決算書について（収入） 

   弁償本預り金 91,358 円が収入決算額に計上されているが、これは資料

の損傷等により利用者が多賀城市に賠償すべき性質のものであるから、

多賀城市の歳入とすべきであり、指定管理者の収入とすべきものではな

い。 

 (2) 指定管理業務収支決算書について（支出） 

   資料購入費決算額 15,892,487 円の中には、資料の損傷等により利用者

から受け取った弁償本預り金から購入した費用 29,376 円が含まれてい

る。そのため、指定管理料から支出した資料購入費は、決算額として記

載されている 15,892,487 円から 29,376 円を除いた 15,863,111 円とな

る。資料購入費決算額は指定管理料の精算対象経費にもなっていること

から、当該決算額は 15,863,111 円とするべきである。 

３ 指導事項 

管理者の配置について 

   図書館法第 13 条及び指定管理業務仕様書においては、館長を置くこと

とされているが、館長が約 5 か月間不在となっていた。 


